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公益財団法人警察協会 

令和８年度事業計画書 



 

令和８年度においては、定款に定める目的を達成するため、次の事業を行う。 

１ 救済援護事業    

警察活動に協力援助し、若しくは警察執行務に当たり死傷した場合に

おける 

本人及びその家族（遺族を含む。）に対する救済援護事業 

（１） 警察協力殉難者及び殉職警察職員に対する弔慰金の贈呈 

（２）警察協力受傷者及び公務受傷警察職員に対する見舞金の贈呈 

 ア 警察協力受傷者に対する見舞金の贈呈 

 イ 公傷警察職員に対する見舞金の贈呈 

（３）長期療養者に対する見舞金の贈呈 

  （４）警察協力殉難者及び殉職警察職員の遺族に対する援助金の贈呈 

    ア 入学時援助金の贈呈 

イ 疾病時援助金の贈呈 

ウ 命日供養援助金の贈呈 

（５）全国警察協力殉難者及び全国殉職警察職員に対する合同慰霊祭の執

行 

（６）各都道府県殉職警察職員等の慰霊祭に対する供花料の贈呈 

（７）奨学生支援事業 

奨学生に対する居住費の一部支援 

    ア 支援対象 

（公財）警察育英会が支援対象にしている全国の奨学生のう

ち、保護者 から離れて勉学に励んでいる大学生等 

イ 支援内容 

本事業の支援額は、いわゆる家賃に相当する居住費（寮費も含む）

について、一人当たり平均４万円（月額）程度を支援 



 

 

２ 教養援助事業 

警察職員の識見を育成するために必要な教養等を援助する事業 

（１）警察参考図書等出版事業 

    ア 警察参考図書の出版   憲法ほか  １３種 

    イ その他の図書の出版・配布 

  （２）全国優秀・優良警察職員表彰記念品の贈呈 

  （３）警察武道奨励大会(空手)支援記念品の贈呈 

      

３ 広報活動事業 

国民と警察をつなぐ“かけ橋”となるための広報活動等 

  （１）交番周辺地理案内板の整備 

（２）警察広報用カレンダーの作成・配布 

  （３）警察白書の贈呈 

  （４) 動画配信事業 

  （５）ホームページの更新等 

 

  ４ 調査・相談業務等 

    救済援護等の事業運営を達成するための調査・相談等の業務及びその

他警察協会の目的を達成するための必要な事業 

 


